
項番 回答

1

企画提案書等作成要領2ペー

ジ　様式8の1（放課後児童ク

ラブの運営実績について）

弊社は当グループの事業再編に伴い令和5

年4月1日より、会社分割により事業を承継

しました。この度の応募にあたり、継承前

の事業実績（履行済みの実績と現在進行形

の実績）は運営実績として認められますで

しょうか。

継承前の事業実績も、運営実績として記載いただ

いて差し支えありません。

なお、その場合は会社法に基づく吸収分割契約書

など、事業継承されたことが分かる書類を添付し

てください。

2

企画提案書等作成要領2ペー

ジ　様式8の1（放課後児童ク

ラブの運営実績について）

実績と認められるのは16支援以上でしょう

か。

類似の規模（10支援以上）の実績を記載し

てもよろしいでしょうか。

１６支援以上の受託実績を記載してください。

3
仕様書 3ページ ③　（支援単

位の集約について）

年末年始はいつからいつまでの期間でしょ

うか。

冬季休業期間（12月25日から翌年１月７日ま

で）を想定しております。

4
仕様書15ページ　ス　（注文

弁当の実施について）

利用者が直接お弁当業者に注文をしている

場合は、利用者とお弁当業者の直接の会計

処理と解釈させていただいてもよろしいで

しょうか。

お見込みのとおりです。

5

仕様書 27,28ページ 10(2)(3)

（保護者との打ち合わせ、保

護者説明会の実施について）

既存業者が継続した場合、保護者・保護者

会への説明会に関しては行わなくてもよろ

しいでしょうか。

既存業者が継続した場合であっても、仕様書に記

載のとおり、保護者説明会は実施していただきま

す。

6 電話回線は専用のものでしょうか。 専用の回線を市で用意いたします。

7

その他通信回線とはＰＣ利用のためのイン

ターネットと解釈してよろしいでしょう

か。

その他通信回線については、FAXを想定してお

り、インターネット回線は含みません。

8

各クラブや営業所との連携のため、貸与Ｐ

Ｃを使用してメール等のやりとりは行えま

すか？

行えない場合、ＰＣの持込みは可能でしょ

うか。またその際のネット回線は使用させ

ていただけますでしょうか。

貸与する端末は、インターネット環境との接続が

できないため、メール等のやり取りは行うことが

できません。

なお、事業者が所有するPCの持ち込みは可能で

すが、インターネット回線については、事業者で

ご準備願います。

9
業務用携帯電話を配置してもよろしいで

しょうか。
可能です。

10 職員人数について

現在もりぐち児童クラブ入会児童室で勤務

されている職員（主任・副担任・支援員）

の在籍人数及びクラブ毎の加配職員の人数

をご教示ください。

別紙１のとおりです。

11 保護者会について

各児童クラブに保護者会はございますで

しょうか？また保護者会がある児童クラブ

がございましたら一覧でご教示ください。

保護者会は任意の団体であることから直近の情報

は把握しておりませんが、令和5年度においては

児童クラブ金田及び児童クラブよつばにおいて活

動状況を確認しております。

12 注文弁当について

仕様書15ページ注文弁当の実施ですが、現

在の長期休業期間中の実施状況や内容など

ご教示ください。

現事業者が提携している弁当業者に保護者が直接

注文し、弁当をクラブ室に配達してもらう方法に

より実施しており、長期休業期間中はほぼ毎日注

文弁当を実施しています。

内容

申請受付及び入力支援業務 仕

様書 4ページ７(3)　（市の負

担について）

もりぐち児童クラブ事業入会児童室業務委託公募型プロポーザルに係る質問に対する回答



項番 回答内容

13
認定こども園との連携につい

て

仕様書16ページの認定こども園との連携に

ついてですが、現在の実施内容など具体的

にご教示ください。

新一年生の入会利用申請において、障がい児など

支援を要する児童の保護者から利用申請があった

場合、当該児童が通園している認定こども園等を

訪問して、児童の様子の確認や担任の先生等から

聞き取り等を行っております。

また、一部のクラブでは、クラブの夏祭りに認定

こども園等の児童が参加し、クラブ児童との交流

を行っております。

14 巡回指導について

仕様書17ページの巡回指導について、巡回

指導を行う支援員は児童クラブに従事する

支援員の中からの選出でも宜しいでしょう

か。

可能です。

ただし、巡回指導等によりクラブ室に従事してい

ない場合は仕様書に記載の支援員等の配置基準に

含みません。

15 畳・カーテンについて

各児童室の畳の張替え及びカーテンのク

リーニングの直近の実績（回数および費

用）をご教示ください。

畳の張替えは、直近では令和５年３～４月にかけ

て現事業者の負担で実施しております。

また、カーテンのクリーニングについては、直近

での実施はございません。

16 処遇改善について

仕様書23ページの職員の雇用・処遇等につ

いて、現在も処遇改善事業は実施中でしょ

うか。また、処遇改善費は委託料に含まれ

ておりますでしょうか。

令和５年度においては、国・府の子ども・子育て

支援交付金を活用し、放課後児童支援員等処遇改

善事業を実施しております。

事業者において、令和６年度以降も処遇改善事業

実施する場合は、当該費用も委託料に含んだ上で

見積金額を算出してください。

17 処遇について

支援員、補助員の方の時給・月給・賞与

額・社会保障加入の有無・有給休暇の有

無、資格手当やその他手当、金額等ご教示

ください。

支援員・補助員の給与等については、現事業者の

従業員であるため、市では把握しておりません。

18 シフトについて
各クラブのシフト（通常時・長期休暇）を

ご教示ください。

各クラブのシフトについては、市では把握してお

りません。

19 駐車場について
支援員及び補助員で車通勤されている方の

駐車場代金をご教示ください。

支援員及び補助員で車通勤されている方の駐車場

代金については、市では把握しておりません。

20 障がい児加配について
現状の加配対象児童の人数および加配職員

の人数をクラブ毎ご教示ください。

加配対象児童数（総数）：本編仕様書P３９　別

表６を参照してください。

加配職員数：別紙１を参照してください。

21 傷害保険について

もりぐち児童クラブ事業に係る傷害保険及

び賠償保険仕様書の1ページ、利用者数で

すが年間延べ参加児童数（概算)が310,000

人と記載がございますが、受託者が

310,000人分の保険加入の手続きを行うと

いう認識でしょうか。

「もりぐち児童クラブ事業に係る傷害保険及び賠

償保険仕様書」に記載の年間延べ参加児童数

（310,000人）については、登録児童室と入会児

童室を合わせた児童数（概算)となっておりま

す。

したがって、今般事業者に加入いただく保険に関

しては、入会児童室の児童のみを対象としたもの

とし、年間延べ参加児童数については、本編仕様

書P５及びP39に記載している開設日及び利用児

童数を基に事業者にて保険に加入してください。

22 備品について
引き継ぎ可能な備品一覧をご教示くださ

い。

本編仕様書P25  11（4）に記載している備品につ

いては無償貸与する予定ですが、現時点でお示し

できる一覧はございません。

23 おやつ代について
現在のおやつ代の徴収方法および管理方法

をご教示ください。

おやつ代については、現事業者が口座引き落とし

により保護者から徴収し、管理しております。



項番 回答内容

24 携帯電話について
現在利用中の連絡用携帯電話について利用

料金をご教示ください。
市では把握しておりません。

25 補修・修繕費について

仕様書28ページ委託料に関して、補修・修

繕費を年間110万円盛り込むとあるが、ク

ラブ室ごと110万円か、小学校ごとか。あ

るいは委託料全体で110万円なのか詳細を

ご教示ください。

１４校全体での総額となります。

26 障がい児加配について
委託料に、障がい児加配職員の配置費用は

含まれるかご教示ください。
含まれます。

27 登録児童室との連携について

現在登録児童室と入会児童室で連携して実

施している事業やプログラムがありました

らご教示ください。

定期的に実施しているプログラムはございません

が、各クラブにおいて、適宜夏祭りやお話し会、

土曜日交流、DVD・本の貸し借りなどを通して

連携しております。

28

申請受付及び入力支援業務に関して、賃貸

借契約となるノートPCの費用をご教示くだ

さい。

１台当たり約5,000円/月の見込みですが、詳細に

ついては、委託契約後に改めて賃貸借契約を締結

する際に、協議させていただきます。

29

現在の申請受付及び入力支援業務は、窓口

業務委託事業者の従業員が担当していると

いう認識でよろしいでしょうか。

負担金の管理等の業務を除き、窓口業務委託事業

者が実施しております。

30

現在の資料印刷経費、通信費（納付書・催

告、督促、決定通知書等）をご教示下さ

い。

令和5年度の市の予算は、郵便料が617,000円印

刷製本費が83,000円となっております。

なお、業務で使用する届出書や申請書等及び郵便

料等の通信に係る経費については、仕様書～申請

受付及び入力支援業務編～のP4に記載のとお

り、いずれも本市の負担となります。

31 児童数について

仕様書6ページ、児童のみの退室時間は、

午後5時までとあるが、午後5時以降はどの

程度で児童がいるかご教示ください。

R5年5月時点で、延長利用申請を許可している児

童数は、612名となっております。

32 設備費について

仕様書7ページ、①施設及び設備の安全・

維持管理に関して、過去3年間の付帯設備

費をご教示ください。

令和６年３月末までの現行の現委託業務では、１

件２万円以下の補修・修繕は、委託事業者が行っ

ており、当該金額について市では把握しておりま

せんが、１件２万円を超える補修・修繕等につい

て、市で実施した実績は以下のとおりです。

令和２年度：0円

令和３年度：333,058円

令和４年度：237,600円

なお、登録児童室と一体的な維持管理の費用につ

いては按分しています。

33 電話について
仕様書7ページ、現在各施設に固定電話が

ありますでしょうか？

守口小学校の児童クラブを除いては、固定電話を

設置していますが、仕様書に記載のとおり各クラ

ブ室の携帯電話を主たる連絡手段とするととも

に、保護者に周知することを想定しております。

申請受付及び入力支援業務に

ついて



項番 回答内容

34

仕様書13ページ、遊びの指導　各入会児童

室の連携と親睦を図る行事とは、異なる小

学校の児童室との意味か？

お見込みのとおりです。オンライン等を活用した

交流も想定しています。

35

仕様書17ページ、クラス懇親会等に関し

て、年に何回、いつ頃実施しているかご教

示ください。

年に1回、２学期に実施しています。

（コロナ禍においては感染症拡大防止の観点か

ら、個人懇談会を9月に実施しておりました。）

36

仕様書17ページ、現在実施している親子参

加型行事があれば、その内容についてご教

示ください。

令和４年度は、秋のスポーツイベントを実施しま

したが、コロナ禍により保護者観覧イベントとし

て、実施いたしました。

37 保護者負担金について 現在の保護者負担金をご教示ください。

現在の利用者負担金は以下のとおりです。

基本開設：4,900円/月

延長開設：500円/月

土曜日開設：1,500円/月

38 企画提案書について

企画提案書作成に関して、様式の項目等は

記載したうえで、他の書式（パワーポイン

ト等）での作成および提出は可能でしょう

か。

可能です。

ただし、ページ数等については指定の範囲内でお

願いいたします。

実施行事について


